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議

案

上

程

の

O
議
長
(
林
豊
君
)
日
程
第
四
、
議
案
第
一
二
十
号
乃
至
議
案
第
三
十
四
号

の
各
議
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
と
れ
よ

D
各
議
案
の
提
案
理
由
の
説
明
を

→ー‘
ー"ー



--輔w._

求
め
ま
す
。提

案

理

由

の

説

明

(
市
長
半
淳
良
一
君
登
壇
)

O
市
長
(
半
淳
良
一
一
定
)
本
日
、
と
と

K
第
二
田
市
議
会
定
例
会
を
招
集
い

た
し
、
当
面
す
る
諸
案
件
に
つ
い
て
御
審
議
を
念
願
い
す
る
と
と
と
い
た
し

ま
し
た
。

そ
の
前
に
二
一
E
b
祝
い
の
言
葉
を
申
し
上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。

と
の
た
び
、
千
葉
県
市
議
会
議
長
会
、
関
東
市
議
会
議
長
会
及
び
全
国
市

議
会
議
長
会
か
ら
、
藤
田
益
治
議
員
、
五
十
嵐
昇
議
員
、
伊
賀
多
朗
議
員
、

石
井
正
議
員
が
そ
れ
ぞ
れ
永
年
勤
続
自
治
功
労
の
表
彰
の
栄

K
浴
さ
れ
ま
し

た
と
と
は
誠

K
御
同
慶

K
堪
え
ま
せ
ん
。

ζ

と
に
、
日
頃
の
御
尽
力

K
対
し
感
謝
い
た
し
ま
す
と
と
も

K
心
か
ら
会

祝
い
を
申
し
上
げ
、
今
後
と
も
市
政
発
展
の
た
め
御
支
援
、
御
協
力
賜

b
ま

す
よ
う
な
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
本
日
、
提
案
い
た
し
ま
す
案
件
は
、
条
例
案
件
三
件
、
一
般
議
案

一
件
及
び
補
正
予
算
一
件
で
あ

D
ま
ず
。

ま
ず
、
議
案
第
三
十
号
館
山
市
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
専

決
処
分
の
承
認
K
つ
い
て
で
あ

b
ま
す
が
、
去
る
三
月
、
地
方
税
法
及
び
固

有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
及
び
納
付
金
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
が
国
会
に
沿
い
て
可
決
、
三
月
三
十
一
日
公
布
、
四
月
一
日
か

ら
施
行
さ
れ
る
と
と
と
な

b
ま
し
た
結
果
、
館
山
市
市
税
条
例
も
と
の
法
律

改
正
に
合
わ
せ
て
急
法
改
正
す
る
必
要
が
生
じ
た
た
め
、
同
条
例
の
一
部
改

正
を
地
方
自
治
法
第
百
七
十
九
条
の
規
定
K
よ
D
専
決
処
分
を
い
た
し
ま
し

た
の
で
、
議
会

K
報
告
し
、
承
認
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

D
ま
す
。

4 
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本
年
度
の
市
税
条
例
改
正
の
主
左
内
容
は
、
第
一

K
個
人
市
民
税

K
つ
い

て
で
あ

b
ま
す
が
、
低
所
得
者
層
の
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
、
昭
和
五
十
七

年
度
分
の
個
人
市
民
税
の
所
得
割
の
非
課
税
の
範
闘
を
引
き
上
げ
た
ζ

と
で

あ
b
ま
す
。
所
得
金
額
が
二
十
七
万
円
に
本
人
、
控
除
対
象
配
偶
者
及
び
扶

養
親
族
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額

K
、
控
除
対
象
配
偶
者
ま
た
は
扶
養

親
族
を
有
す
る
場
合
K
は
、
九
万
円
を
加
え
た
金
額
以
下
で
あ
る
者
を
非
課

税
と
す
る
と
と
と
し
ま
し
た
。
な
hv
、
と
の
結
果
、
夫
婦
子
二
人
の
標
準
世

帯
の
給
与
所
得
者
の
非
課
税
限
度
額
は
百
八
十
八
万
五
千
円
と
な

D
ま
す
。

改
正
前
は
百
七
十
五
万
七
千
円
で
あ

b
ま
し
た
。

個
人
均
等
割
の
み
を
課
す
べ
き
者

K
係
る
非
課
税
基
準
の
基
礎
と
な
る
金

額
を
十
九
万
円
か
ら
二
十
万
円

K
引
き
上
げ
ま
し
た
。

ま
た
、
租
税
特
別
措
置
法
の
改
正
に
対
応
し
て
、
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場

合
の
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
措
置

K
つ
い
て
所
要
の

改
正
を
行
う
と
と
も

K
、
寡
夫
控
除
を
新
設
す
る
と
と

K
い
た
し
ま
し
た
。

第
二

K
、
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税

K
つ
い
て
で
あ

b
ま
す
が
、
土

地
K
係
る
昭
和
五
十
七
年
度
か
ら
昭
和
五
十
九
年
度
ま
で
の
各
年
・
度
分
の
固

定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税

K
つ
い
て
は
、
評
価
替
え

K
伴
う
税
負
担
の
調

整
を
図
る
た
め
、
負
担
調
整
率
を
用
い
て
課
税
標
準
額
を
算
出
す
る
と
と
と

い
た
し
ま
し
た
。

第
三

K
、
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
で
あ

b
ま
す
が
、
特
別
土
地
保
有

税
の
保
有
分
の
課
税
期
聞
を
十
年
と
い
た
し
ま
し
た
。
た
だ
し
、
昭
和
五
十

七
年
四
月
一
日
前

K
取
得
さ
れ
た
土
地
に
つ
い
て
は
、
保
有
期
聞
が
十
年
を

超
え
る
も
の
も
従
来
ど

b
b
課
税
す
る
と
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

以
上
が
今
回
の
改
正
の
主
な
も
の
で
あ

b
ま
す
が
、
と
の
ほ
か
地
方
税
法

の
一
部
改
正

K
基
づ
き
ま
し
て
所
要
の
改
正
を
い
た
し
ま
し
た
。
詳
細
に
つ

-7ー



き
ま
し
て
は
、
説
明
資
料

K
よ
b
御
了
承
賜
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

次
に
、
議
案
第
三
十
一
号
館
山
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
K
つ
い
て
で
あ

b
ま
す
が
、
ま
ず
本
・
年
度
本
算
定
の
基
礎

と
左

b
J
Z
す
調
定
見
込
額
の
算
出
K
つ
い
て
御
説
明
い
た
し
ま
す
。

昭
和
五
十
六
年
度
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
は
、
出
納
閉
鎖
の
結
果
六
千

六
百
万
余
円
の
差
引
残
金
を
生
じ
、
昭
和
五
十
七
年
度
へ
繰
b
越
す
と
と
K

な
b
ま
し
た
。
と
の
繰
越
金
の
処
分
で
ど
ざ
い
ま
す
が
、
す
で
に
当
初
予
算

に
な
い
て
三
千
万
円
を
計
上
し
、
税
の
軽
減
を
図
っ
て
い
る
と
と
ろ
で
あ

b

ま
す
が
、
残

D
一
ニ
千
六
百
万
余
円
の
う
ち
、
一
二
千
万
円
を
税
の
軽
減
K
、
六

百
万
余
円
を
本
年
度
給
付
費
の
財
源
留
保
K
充
て
た
い
と
考
え
て

b
bま
す
。

と
の
結
果
、
当
初
予
算
で
計
上
し
ま
し
た
現
年
度
課
税
分
八
億
九
千
三
百

四
十
八
万
二
千
円
を
八
億
六
千
三
百
四
十
八
万
二
千
円
と
し
、
収
納
割
合
を

勘
案
い
た
し
ま
し
て
調
定
額
を
九
億
千
八
百
五
十
九
万
八
千
円
と
見
込
ん
だ

わ
け
で
あ
b
ま
す
。

本
年
度
の
本
算
定
K
よ
る
調
定
見
込
額
を
九
億
千
八
百
五
十
九
万
八
千
円

と
す
る

K
は
、
課
税
限
度
額
を
超
え
る
切
捨
額
三
億
七
百
十
七
万
二
千
円
と

低
所
得
者
の
国
民
健
康
保
険
税
を
減
額
す
る
国
民
健
康
保
険
税
条
例
第
十
二

条
の
軽
減
額
二
千
六
十
二
万
九
千
円
、
と
れ
ら
の
額
を
見
込
み
、
合
計
十
二

億
四
千
六
百
三
十
九
万
九
千
円
を
課
税
し
て
は
じ
め
て
九
億
千
八
百
五
十
九

万
八
千
円
の
調
定
が
可
能
と
い
う
と
と
に
な
る
わ
け
で
あ

b
ま
す
。

と
の
課
税
総
額
を
所
得
割
額
、
資
産
割
額
、
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
世

帯
別
平
等
割
額
K
配
分
し
、
課
税
す
る
わ
け
で
あ
b
ま
す
が
、
所
得
割
の
算

出
基
準
と
な
る
市
民
税
所
得
割
総
額
は
二
億
五
千
五
百
六
十
六
万
五
千
円
、

資
産
割
の
算
出
基
準
と
な
る
固
定
資
産
税
総
額
は
二
億
八
千
五
百
九
十
万
千

円
、
被
保
険
者
総
数
は
二
万
五
千
四
百
七
十
一
人
、
被
保
険
者
世
帯
総
数

》
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は
九
千
四
百
五
十
九
世
帯
で
、
と
れ
ら
を
あ
ん
分
の
基
準
と
し
、
本
年
度
の

配
分
割
合
で
試
算
し
、
あ
ん
A
M
率
を
決
定
す
る
わ
け
で
あ

b
ま
す
が
、
と
の

結
果
所
得
割
百
分
の
二
百
三
十
五
、
資
産
割
百
分
の
五
十
、
被
保
険
者
均
等

割
一
万
二
千
九
百
六
十
円
、
世
帯
別
平
等
割
一
万
八
千
二
百
四
十
円
と
左

b

ま
す
。以

下
、
改
正
条
例
に
つ
い
て
願
次
御
説
明
い
た
し
ま
す
。

第
二
条
の
改
正
は
、
課
税
限
度
額
を
現
行
の
二
十
六
万
円
か
ら
二
十
七
万

円
に
、
第
三
条
の
改
正
は
、
所
得
割
の
税
率
K
つ
い
て
百
八
万
の
二
百
二
十
五

を
百
分
の
二
百
三
十
五

K
、
第
五
条
の
改
正
は
、
被
保
険
者
均
等
割
額
一
人

K
っ
き
一
万
八
百
円
を
一
万
二
千
九
百
六
十
円
K
、
ま
た
第
五
条
の
こ
の
改

正
は
、
世
帯
別
平
等
割
額
一
世
帯
K
っ
き
一
万
六
千
二
百
円
を
一
万
八
千
二

百
四
十
円
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

第
十
二
条
の
改
正
は
、
低
所
得
者
層
に
対
す
る
減
額
の
規
定
で
あ

b
ま
す

が
、
一
号
該
当

K
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
均
等
割
額
一
人
K
っ
き
五
千
四
百

円
を
六
千
四
百
八
十
円
K
、
世
帯
別
平
等
割
額
一
世
帯
K
っ
き
九
千
円
を
九

千
七
百
二
十
円
K
引
き
上
げ
、
二
号
該
当

K
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
均
等
割

額
一
人
K
っ
き
三
千
六
百
円
を
四
千
三
百
二
十
円

K
、
世
帯
別
平
等
割
額
一

世
帯
K
っ
き
六
千
円
を
六
千
四
百
八
十
円
K
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
D
ま
ず
。

ま
た
、
第
二
号
減
額
の
基
準
と
左
る
被
保
険
者
の
数
に
応
じ
て
加
算
す
る

金
額
を
十
七
万
五
千
円
か
ら
十
八
万
円
K
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

b
ま
す
。

-8ー

第
十
二
条
の
こ
の
改
正
は
、
新
た

K
加
え
る
条
文
で
あ
b
ま
す
が
、
と
れ

は
館
山
市
市
税
条
例
の
改
正
に
よ

b
個
人
の
市
民
税
K
つ
い
て
均
等
割
が
非

課
税
と
左
る
者
は
市
民
税
申
告
書
の
援
出
を
要
し
左
い
と
と
と
し
た
の
で
、

:..，~.;;.場・6ン_r
・b

-隆

一‘



"_ 

‘ ‘「

s・a....、
健司、.一

当
該
納
税
義
務
者
は
国
民
健
康
保
険
税
の
申
告
書
を
提
出
す
る
ζ

と
と
す
る

も
の
で
あ
h
y
ま
す
。

実
際
の
実
務

K
つ
い
て
は
、
現
在
も
市
民
税
申
告
、
国
保
税
申
告
を
同
時

K
受
け
付
け
て
い
ま
し
て
、
そ
れ
を
変
更
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

条
文
を
そ
れ
ぞ
れ
の
条
例
準
則

K
な
ら
い
、
整
備
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
り

附
則
第
七
項
の
改
正
は
、
昭
和
五
十
六
年
度
限
り
の
読
み
替
え
規
定
を
昭

和
五
十
七
年
度
限

b
の
読
み
替
え
規
定

K
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
る

b

ま
す
。
そ
の
内
容
は
、
個
人
市
民
税

K
つ
い
て
、
基
礎
控
除
額
は
二
十
二
万

円
K
据
え
置
か
れ
て
い
る
の
で
、
国
保
税
の
滅
額
の
基
準

K
用
い
る
基
礎
控

除
相
当
額
を
昭
和
五
十
七
年
度
は
二
十
四
万
円

K
引
き
上
げ
、
低
所
得
者
層

の
減
額
対
象
の
幅
を
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

b
ま
ず
。

附
則

K
つ
い
て
は
、
そ
の
施
行
期
日
を
公
布
の
日
か
ら
と
し
、
適
用
区
分

K
つ
い
て
は
昭
和
五
十
七
年
度
分
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
し
、
昭
和
五
十
六

年
度
分
ま
で
の
国
民
健
康
保
険
税
K
つ
い
て
は
従
前
の
と

b
b
と
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

次

K
、
議
案
第
三
十
二
号
館
山
市
立
博
物
館
設
置
条
例
の
制
定

K
つ
い
て

で
あ
h
y

ま
す
が
、
博
物
態
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
h
M
館
山
市
立
博
物
館
設

置
条
例
を
制
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

b
ま
す
。

と
の
博
物
館
は
、
市
の
歴
史
、
芸
術
、
民
俗
等

K
関
す
る
資
料
を
収
集
し

保
管
し
て
、
と
れ
ら
の
資
料

K
関
し
謂
査
研
究
を
行
い
、
市
民

K
地
域
の
歴

史
と
文
化
財
に
親
し
む
機
会
を
提
供
し
、
社
会
教
育
の
場
と
す
る
と
と
も
に
、

学
校
教
育
K
も
役
立
て
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

b
ま
す
。

施
設
の
名
称
は
舘
山
市
立
博
物
館
と
し
、
市
民
の
多
く
訪
れ
る
館
山
市
城

山
公
圏
内

K
設
置
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

b
ま
ず
。

左
-
砂
、
開
館
日
は
昭
和
五
十
七
年
十
月
三
十
一
日
を
予
定
し
て
b
h
y
ま
す
。

三A
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次
v
h
、
議
案
第
三
十
三
号
館
山
市
市
営
住
宅
の
設
置
及
び
管
理

K
関
す
る

条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
K
つ
い
て
で
あ

b
ま
す
が
、
今
回

公
営
住
宅
法
施
行
令
の
一
部
改
正

K
伴
い
建
設
省
か
ら
公
営
住
宅
の
収
入
基

準
等
の
改
定
通
知
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
に
基
づ
き
ま
し
て
所
定
の
改

正
を
行
う
た
め
、
条
例
の
一
部
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

b
ま
す
。

改
正
の
主
な
も
の
は
、
公
営
住
宅
の
入
居
基
準
と
収
入
超
過
基
準

K
係
る
割

増
賃
料

K
関
す
る
も
の
で
あ

b
、
昭
和
五
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る

も
の
で
あ
h
y
ま
ず
。

次

K
、
議
案
第
三
十
四
号
昭
和
五
十
七
年
度
館
山
市
一
般
会
計
補
正
予
算

(
第
一
号
)
で
る

b
ま
す
が
、
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
と
い
た
し
ま
し
て
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
一
億
八
千
五
百
八
十
五
万
六
千
円
を
追
加
し
]
総
額
九
十

四
億
千
六
百
三
十
三
万
八
千
円
と
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

D
ま
す
。

歳
出
の
内
容
と
い
た
し
ま
し
て
、
衛
生
費
で
は
、
旧
し
尿
処
理
施
設
藤
原

処
理
場
用
地

K
つ
い
て
、
崩
落
の
危
険
が
生
じ
て
い
る
と
と
か
ら
、

ζ

の
防

止
策
と
し
て
の
擁
護
工
事
費
と
し
て
二
百
五
十
四
万
六
千
円
、
当
初
予
算
k

b
き
ま
し
て
四
千
万
円
を
計
上
い
た
し
ま
し
た
ど
み
最
終
処
分
場
用
地
購
入

費

K
つ
き
ま
し
て
、
取
得
面
積
の
増
等

K
よ
b
五
百
七
十
三
万
八
千
円
、
ま

え
か
ね
て
か
ら
の
懸
案
で
あ

b
ま
し
た
ご
み
処
理
施
設
建
設

K
つ
き
ま
し
て
、

本
年
度

K
入
b
国
庫
補
助
金
の
内
示
が
あ

b
、
補
助
事
業
と
し
て
の
施
行
が

確
定
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
昭
和
五
十
七
年
度
か
ら
昭
和
五
十
九
年
度
ま
で

の
三
カ
年
継
続
事
業
と
し
て
総
額
十
七
億
千
万
円
を
予
定
し
、
実
施
す
る
た

め
の
初
年
度
分
の
建
設
費
一
億
六
千
八
百
万
円
を
計
上
い
た
し
ま
し
た
。

農
林
水
産
業
費
で
は
、
水
産
業
費
K
む
き
ま
し
て
、
千
倉
町
千
四
沖
で
座

礁
い
た
し
ま
し
た
貨
物
船
の
重
一
泊
等
の
流
出

K
よ
る
被
害
対
策
と
い
た
し
を

し
て
、
ひ
じ
き
漁
業
再
生
産
対
策
事
業
費
補
助
金
と
し
て
三
百
三
十
四
万
可
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教
育
費
で
は
、
西
岬
地
区
の
小
学
校
統
合
K
伴
う
西
岬
小
学
校
へ
の
通
学

パ
ス
運
転
手
及
び
添
乗
員
に
対
す
る
賃
金
そ
の
他
の
運
行
経
費
と
し
て
、
五

百
八
十
万
三
千
円
等
の
追
加
を
な
願
い
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
、
歳
出
の
主
な
も
の
で
あ
b
ま
す
が
、
と
れ
ら
の
財
源
と
し
ま
し
て
、

園
、
県
支
出
金
、
地
方
債
の
特
定
財
源
で
一
億
三
千
八
百
八
十
八
万
九
千
円
、

そ
の
他
を
繰
越
金
を
も
っ
て
充
当
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
h
y
ま
す
。

危
な
、
と
の
ほ
か

K
継
続
費
の
補
正
及
び
地
方
債
の
補
正
を
必
願
い
す
る

も
の
で
あ

D
ま
す
。

以
上
、
各
議
案

K
対
す
る
提
案
理
由

K
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
し
た

が
、
念
会
館
山
市
立
博
物
館
本
館
建
設
工
事

K
係
る
工
事
請
負
契
約
の
締
結

K
つ
い
て
並
び

K
ど
み
最
終
処
分
場
用
地

K
係
る
財
産
の
取
得
K
つ
い
て
を

追
加
議
案
と
し
て
上
程
を
b
願
い
す
る
予
定
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
慎
重
在
る
御
審
議
を
賜
り
ま
す
よ
う
な
願
い
申
し
上
げ
、
提
案
理

由
の
説
明
を
終
わ
h
y
ま
す
。

さ
て
、
終
わ

D
K
一
言
台
礼
と
ど
あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ
ま
す
。

私
は
、
本
年
十
二
月
を
も
ち
を
し
て
現
任
期
を
終
え
る
わ
け
で
ど
ざ
い
ま

す
が
、
と
の
任
期
中
、
い
さ
さ
か
左
り
と
も
市
政
発
展
の
た
め

K
寄
与
で
き

ま
し
た
と
と
は
、
ひ
と
え

K
議
員
各
位
の
御
指
導
と
御
協
力
の
た
ま
も
の
と

厚
く
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
ど
ざ
い
ま
す
。

顧
み
ま
す
れ
ば
、
昭
和
四
十
九
年
市
長
K
就
任
当
初
は
、
と
き
あ
た
か
も

オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
後
で
、
わ
が
国
経
済
は
高
度
成
長
よ

b
低
成
長
へ
と
転
換

し
、
国
、
地
方
を
通
じ
財
政
は
悪
化
し
、
本
市
K
と
b
-ま
し
て
も
極
端
な
財

政
危
機
K
直
面
し
て

-
b
b
ま
し
て
、
私
は
こ
の
逼
迫
し
た
市
財
政
の
再
建
K

向
か
っ
て
努
力
を
し
て
ま
い

b
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
今
日
の
健
全
財
政
の
基
盤
を
確
立
す
る
と
と
も

K
、
積
極
的

ミ

‘ 為邑1'-

念
行
財
政
を
運
営
す
る
ζ

と
が
で
き
ま
し
た
。

と
の
と
と
は
、
議
員
の
皆
さ
ま
方
を
は
じ
め
、
市
民
各
位
並
び

K
市
職
員

の
多
大
な
御
協
力
K
よ
る
も
の
で
ど
ざ
い
ま
し
て
、
と
の
機
会
K
改
め
て
心

か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
ど
ざ
い
ま
す
。

と
の
間

K
あ
b
ま
し
て
、
上
水
道
の
拡
張
、
教
育
施
設
の
整
備
、
衛
生
セ

ン
タ
ー
。
建
設
、
博
物
館
分
館
の
建
設
等
を
通
じ
、
市
民
福
祉
、
市
民
生
活

の
向
上
、
教
育
、
文
化
の
進
展

K
い
さ
さ
か
な
h
p
と
も
寄
与
で
き
た
と
確
信

い
た
し
て

b
b
ま
す
。

し
か
し
念
が
ら
、
現
在
、
館
山
市
政
の
上
で
、
館
山
駅
周
辺
の
市
街
地
整

備
、
国
道
一
二
七
号
バ
イ
パ
ス
、
都
市
計
画
道
路
、
国
鉄
内
房
線
の
複
線
化

の
促
進
、
上
、
下
水
道
の
整
備
促
進
等
々
、
実
施
し
な
け
れ
ば
左
ら
ま
い
問

題
が
山
積
い
た
し
て

b
b
、
と
れ
ら
諸
問
題
の
解
決
は
私

K
課
せ
ら
れ
た
責

務
で
あ
る
と
改
め
て
痛
感
い
た
す
も
の
で
ど
ざ
い
ま
す
。

と
う
し
た
使
命
感

K
立
っ
て
、
私
は
市
政
の
発
展
、
市
民
生
活
向
上
の
た

め
、
さ
ら
K
一
一
層
挺
身
い
た
す
べ
〈
次
期
市
長
選
挙
K
際
し
市
民
K
信
を
問

う
所
存
で
ど
ざ
い
ま
す
の
で
、
皆
さ
ま
方
の
変
わ
ら
出
制
御
指
導
、
御
協
力
を

賜

D
た
く
念
願
い
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
ど
ざ
い
ま
す
。

今
回
の
定
例
会
-W
れ
る
た

b
議
員
各
位

K
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も

K
、

あ
わ
せ
て
所
信
を
表
明
い
た
し
た
次
第
で
ど
ざ
い
ま
す
。
(
拍
手
)

O
議
長
(
林
豊
君
)
以
上
で
提
案
理
由
等
の
説
明
を
終
わ

b
ま
す
。
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延

会

午
前
十
時
三
十
分
延
会

O
議
長
(
林
豊
君
)

h

v

諮
り
い
た
し
ま
す
。

本
日
の
会
議
は
と
れ

K
て
延
会
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

議
あ

D
ま
せ
ん
か
。

と
れ

K
御
異

a持司.--

.， 
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(
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ

b
)

O
議
長
(
林
豊
君
)
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
本
日
は
と
れ

K

て
延
会
す
る
と
と

K
決
し
ま
し
た
。

念
会
、
明
大
月
十
九
日
及
び
二
十
日
は
議
案
調
査
の
た
め
休
会
、
次
会
は

六
月
二
十
一
日
午
前
十
時
開
会
と
し
、
そ
の
議
事
は
通
告

K
よ
る
行
政
一
般

質
問
を
行
い
ま
す
。

と
の
際
申
し
上
げ
ま
す
。
各
議
案
の
質
疑
通
告
の
締
め
切
h
y
は
六
月
二
十

一
日
正
午
ま
で
で
あ

b
ま
す
の
で
申
し
添
え
ま
す
。

O
本
日
の
会
議

K
付
し
た
事
件

一
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名

一
、
会
期
の
決
定

一
、
会
議
日
程
の
決
定

一
、
議
案
第
三
十
号
乃
至
議
案
第
三
十
四
号
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